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居宅介護支援重要事項説明書 
 

 

１  居宅介護支援事業者（法人）の概要  
 

名称・法人種別 株 式 会 社 Ｔ Ｆ Ｒ  

代 表 者 名 代 表 取 締 役  伊 藤  哲 馬  

所在地・連絡先 

（所在地）京都市西京区松室吾田神町１３１－２１８ 

（電話） ０７５-４０６-１６１１ 

（FAX） ０７５-４０６-１６１２ 

 

 

２ 事業所の概要  

（１）事業所名称及び事業所番号  

事 業 所 名  ケ ア ス テ ー シ ョ ン た す く  

所在地・連絡先 

（所在地） 京都市北区衣笠東御所ノ内町４２ 

ＣＬＡＳＫＡ衣笠３０３号室 

（電  話） ０７５－４０６－１６１１ 

（F A X） ０７５－４０６－１６１２ 

事業所番号     ２ ６ ７ ０ １ ０ １ ８ ５ ２  

管理者の氏名 市 田  洋 子  

 

（２）事業所の職員体制  

従業者の職種 勤 務 形 態 ・ 人 数  

管 理 者 主任介護支援専門員   常勤１人 

介護支援専門員   １ 人 以 上  

事務職員 １ 人 （ 非 常 勤 ）  

 

（３）通常の事業の実施地域  

通常の事業の実施地域 
京 都 市 北 区（ 小 野 郷 、中 川 、大 森 、雲 ケ 畑 、杉 坂 を 除

く ） 、 京 都 市 上 京 区 、 京 都 市 中 京 区 （ 丸 太 町 通 以 北 ） 

   ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。  

（４）営業日等  

営業日 月曜日 ～ 金曜日 

営業時間 ９：００ ～ １７：００ 

営業しない日  祝祭日・１２月２９日 ～ １月３日  

サービス提供日 営業日と同様 

サービス提供時間 営業時間と同様 
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３ 提供する居宅介護支援サービスの内容・提供方法等  

  ①居宅サービス計画（ケアプラン）の作成及びサービス担当者会議の実施  

  ②サービス事業所との連携調整  

  ③利用者状況・サービス実施状況の把握、評価（モニタリング）  

  ④要介護等認定の申請代行 

  ⑤給付管理業務  

  ⑥相談業務  

 

事 項 内  容 

アセスメント(評価)の方法 

及び事後評価 

ケアステーションたすくでは利用者の直面している

課題等を評価し、利用者に説明の上、ケアプランを作

成します。また、サービス提供の目標の達成状況等を

評価し、その結果を書面（居宅サービス報告書）に記

載して利用者に説明のうえ交付します。 

従業員研修 年２回、ケアプラン作成の研修を行っています。 

 

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安  

①利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも１月に１回居宅に訪問します  

②又は、他のサービス事業所との連携によるモニタリングを行います  

◎テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングの実施  

 ア）利用者の同意を得ます  

 イ）サービス担当者会議等において主治医、担当者、その他の関係者の同  

   意を得ます  

  ⅰ利用者の状態が安定していることを前提とします  

  ⅱ利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通できることが必要です  

※ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支

援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護

支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。  

 

 

４  費用  

（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担

はありません。  

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、支援事業者に直接介護保険  

給付が行われない場合があります。その場合、利用者は１箇月につき要介護度に

応じて下記の利用料をお支払い下さい。利用料のお支払いと引き換えにサービス

提供証明書と領収書を発行します。  
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＊当事業所の地域区分は５級地です。（単価 ：１０．７０円） 

居宅介護支援費Ⅰ  

区分  取扱い件数  要介護１・２  要介護３・４・５  

ⅰ ４５件未満 １１，６２０円 /月 １５，０９７円 /月 

ⅱ ４５件以上６０件未満 ５，８２０円 /月 ７，５３２円 /月 

ⅲ ６０件以上 ３，４８８円 /月 ４，５１５円 /月 

 

＊加算項目  

サービス内容 サービス単位 サービス利用料金 

初回加算 ３００単位 ３，２１０円／月 

退院・退所加算（連携１回の場合）※ 

カンファレンス参加無し 
４５０単位 ４，８１５円／月 

退院・退所加算（連携１回の場合）※ 

カンファレンス参加有り 
６００単位 ６，４２０円／月 

退院・退所加算（連携２回の場合）※ 

カンファレンス参加無し 
６００単位 ６，４２０円／月 

退院・退所加算（連携２回の場合）※ 

カンファレンス参加有り 
７５０単位 ８，０２５円／月 

退院・退所加算（連携３回の場合）※ 

カンファレンス参加有り 
９００単位 ９，６３０円／月 

入院時情報連携加算（Ⅰ）※ 

入院当日に情報提供した場合 
２５０単位 ２，６７５円／月 

入院時情報連携加算（Ⅱ）※ 

入院後３日以内に情報提供した場合 
２００単位 ２，１４０円／月 

通院時情報連携加算※ ５０単位 ５３５円／回 

緊急時等居宅カンファレンス加算※ ２００単位 
２，１４０円／回 

（１月に２回まで） 

特定事業所医療介護連携加算※ １２５単位 １，３３７円／月 

※ に つ い て は 必 要 に 応 じ て 加 算  

 

 

５ 事業所の特色等  

（１）事業の目的  

株式会社ＴＦＲが設置運営する「ケアステーションたすく」が行う居宅介護支

援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定

め、事業所の介護支援専門員その他の従業者が要介護者からの相談に応じ、要介

護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基

に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作

成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介

護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。 
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（２）運営方針 

１.居宅介護支援の提供にあたって 

① 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険

者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認する。被保険者の

住所などに変更があった場合は速やかに当事業所に知らせる。  

② 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに

当該申請が行われるよう必要な援助を行なう。また、要介護認定の更新の申請が、

遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する３０日前にはなさ

れるよう、必要な援助を行なうものとする。  

③ 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に

研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行なう。 

④ 介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行なうものと

する。  

⑤ 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても可能な限り居宅におい

てその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援

助につとめる。 

⑥ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に

基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業所の連携を得て、総合的

かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮し

て行なう。 

⑦ 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て

主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプラン

を交付する。 

⑧ 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニ

タリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、ケア

マネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行なう。 

⑨ 利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカン

ファレンスをテレビ電話装置等（オンラインツール）を活用して行なうことがで

きるものとする。その際、個人情報の適切な取扱いに留意する。 

⑩ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供さ

れるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよ

う、公正中立に行う。また、利用者の意志に基づいた契約であることを確保する

ため、利用者やその家族に対し、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス

事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業

所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明する。 

⑪ 事業所で過去６か月以内に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通

所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の各サービスの利用割合と、各サー

ビスが同一事業者によって提供されたものの割合等について説明を行なう。(別紙

参照 )  

⑫ 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等

における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促

進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必
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要がある旨を明確にする。 

⑬ 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマル

サービスを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成する。 

⑭ 事業所はターミナルケアマネジメントにあたり「人生最終段階における医療・

ケアの決定に関するガイドライン」等の内容に沿った取り組みを行う。 

⑮ 居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時にケアマネジ

メント業務を行なったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場

合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメン

ト業務や給付管理のための準備が行なわれ、介護保険サービスが提供されたもの

と同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本

報酬の算定を行なう。 

⑯ 事業の運営に当たっては、保険者、地域包括支援センター、他の居宅介護支援

事業者、介護保険施設等との連携に努める。 

⑰ 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に定める内容を遵守

し、事業を実施するものとする。 

 

２.業務継続計画の策定 

感染症や非常災害の発生時に、利用者に事業を継続的に実施するために次の措

置を講じる。  

（１）業務継続計画を策定する。  

（２）従業者に対する業務継続計画の周知、定期的な研修及び訓練を実施する。  

（３）定期的な業務継続計画の見直し及び変更を行なう。  

 

３.衛生管理等について 

（１）従事者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び  

備品等の衛生的な管理に努める。  

（２）事業所内で感染症が発生の予防及びまん延を防ぐため、次の対策を講じる。  

①感染症対策を検討する委員会を６か月に１回以上開催し、その結果を周知する。  

②感染症対策の指針を整備する。  

③従業者に対して定期的に研修及び訓練を実施する。  

 

４.虐待の防止について 

事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり

必要な措置を講じる。  

（１）虐待防止に関する担当者は下記のとおりとする。  

 

虐待防止に関する担当者  管理者  市田 洋子  

 

（２）成年後見制度の利用を支援する。  

（３）利用者及びその家族等からの苦情処理体制を整備する。 

（４）虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を事  
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業所に周知する。 

（５）虐待防止のための指針を整備する。 

（６）虐待防止を啓発･普及するための研修を従業者に対して年 2 回実施する。 

（７）事業所は、サービス提供中に、従業者や利用者の家族等による虐待を受けた 

と思われる利用者を発見した場合は速やかに行政に通報する。 

 

５ .雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保 

  利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合 

 を除き、身体拘束は行いません。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態 

 様及び時間、その際の利用者の心身状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しま 

 す。 

  

６ .雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保 

事業所は、男女雇用均等法等におけるハラスメント対策に関する事業所の責務

を踏まえつつ、ハラスメント対策に取り組む。（事業所内に限らず、利用者やそ

の家族等から受けるセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマ

ーハラスメントを含む） 

 

７ .提供するサービスの第三者評価の実施の有無 

   実施無し 

 

 

８.サービス内容に関する苦情等相談窓口  

事業所相談窓口
 

窓口責任者：市田 洋子（管理者）  

ご利用時間：９:００～１７:００ 

ご利用方法： 電話番号：075-406-1611  

苦情箱（事務所に設置） 

京都市北区役所保健福祉センター 

健康長寿推進課 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７:００ 

電話番号：075-432-1364  

京都市上京区役所保健福祉センター 

健康長寿推進課 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７:００ 

電話番号：075-441-5106  

京都市中京区役所保健福祉センター 

健康長寿推進課 

受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７:００ 

電話番号：075-812-2566 

京都府国民健康保険団体連合会 
受付時間：月曜日～金曜日９:００～１７:００ 

電話番号：075-354-9090 
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９.緊急時及び事故発生時等における対応方法  

   サービス提供中に病状の急変等があった場合は、速やかに利用者の主治医、救

急隊、緊急時連絡先(ご家族等)等へ連絡をするとともに必要な措置を講じる。 

また、サービス提供中に事故が発生した場合には、必要な措置を講じるととも

に上記に加え、京都府、市町村及び当該利用者の家族等に連絡する。 

 

  

主治医 

病 院 名 

及 び 

所 在 地  

 

 

 

氏   名 
 

電 話 番 号  

 

緊急時連絡先（家族等） 

氏 名（続柄）                     （     ）  

住     所  

  

電 話 番 号       
     

 

１０ .秘密の保持と個人情報の保護について 

 （１）利用者、その家族に関する秘密の保持について事業所はサービスを提供する

上で知り得た、利用者、及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者

に漏らさない。この秘密保持義務は、契約終了後も継続する。 

  

（２）個人情報の保護について事業所は、利用者から予め文書で同意を得ない限り

サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いない。また利用者の家

族の個人情報についても予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議で用

いない。 

    事業所は、利用者とその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、

注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止する。 

 

 

１１ .身分証携行義務 

介護支援専門員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者

の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示する。 
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居宅介護支援の開始に当たり、利用者に対して重要事項説明書を交付の上、居宅介護

支援のサービス内容及び重要事項の説明をしました。 

 

 

 

説明年月日：令和  年   月   日   

 

    事業者       住  所         京都市北区衣笠東御所ノ内町４２ 

                      ＣＬＡＳＫＡ衣笠３０３号室 

              事業者（法人）名   株式会社ＴＦＲ 

             事    業    所   名   ケアステーションたすく 

                       （事業所番号）     ２６７０１０１８５２ 

代表者名       管理者 市田 洋子 

 

 

説明者         職  名     介護支援専門員 

 

氏  名                                印   

    

 

私は、重要事項説明書に基づいて居宅介護支援のサービス内容及び重要事項の説

明を受け、その内容に同意の上、本書面を受領しました。 

   もし、私が入院した場合、担当介護支援専門員の氏名と事業所の連絡先を、入院

先医療機関へ報告いたします。 

 

 

利用者本人       住  所   

 

               氏  名                                    印   

 

 

 

代理人（署名・法定）  住  所   

 

（続柄   ）   氏  名                                    印   


